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大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
意
見
を
次

の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
九
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 
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一 

意
見
の
概
要 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

テ
ッ
ク
ラ
ン
ド
南
越
谷
店 

 
 

 

埼
玉
県
越
谷
市
南
越
谷
二
丁
目
二
千
九
百
十
六
外 

ロ 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
そ
の
他
の
意
見
の
概
要 

 

（
一
）
北
側
に
位
置
す
る
住
宅
（
当
マ
ン
シ
ョ
ン
）
へ
の
日
照
被
害
に
つ
い
て 

 
 

 
 

当
核
建
築
物
に
よ
り
北
側
の
住
宅
に
最
大
四
時
間
二
十
二
分
の
日
影
を
及
ぼ
す
こ
と
が 

 
 

 

ヤ
マ
ダ
電
機
提
出
資
料
に
よ
り
判
明
し
て
い
る
が
、
三
回
に
わ
た
る
居
住
者
と
の
話
し
合 

 
 

 

い
が
行
わ
れ
た
も
の
の
結
果
と
し
て
改
善
策
も
救
済
計
画
も
示
さ
れ
て
い
な
い
。 

 
 

 
 

こ
の
ま
ま
で
は
健
康
な
生
活
環
境
と
し
て
の
日
照
が
大
き
く
損
な
わ
れ
て
し
ま
う
為
、 

 
 

 

当
核
建
築
物
の
減
築
又
は
セ
ッ
ト
バ
ッ
ク
に
よ
る
設
計
変
更
を
改
め
て
要
望
し
ま
す
。 

 

（
二
）
交
通
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て 

 
 

 
 

建
築
予
定
店
舗
の
周
囲
道
路
は
全
て
片
側
一
車
線
道
路
で
あ
り
、
来
店
車
両
が
駐
車
場 

 
 

 

へ
の
入
庫
待
ち
と
な
っ
た
場
合
、
そ
れ
が
一
時
的
で
あ
っ
た
場
合
で
あ
っ
た
と
し
て
も
後 

 
 

 

続
車
両
の
交
通
渋
滞
を
招
く
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。 

 
 

 
 

特
に
北
側
出
入
口
は
路
線
バ
ス
の
経
路
で
あ
り
、
西
側
出
入
口
は
主
要
幹
線
道
路
と
な 

 
 

 

っ
て
い
る
た
め
、
交
通
渋
滞
は
生
活
環
境
を
著
し
く
悪
化
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。 

 
 

 
 

ま
た
ヤ
マ
ダ
電
機
が
平
成
二
十
三
年
五
月
に
実
施
し
た
「
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に 

 
 

 

基
づ
く
地
元
説
明
会
」
の
資
料
で
は
交
通
点
需
要
率
の
ピ
ー
ク
は
平
日
に
あ
っ
て
は
十
一 

 
 

 

時
と
し
て
お
り
、
交
差
点
で
の
渋
滞
が
発
生
し
な
い
根
拠
と
し
て
い
る
が
、
交
差
点
Ｂ
（
大 

 
 

 

学
病
院
入
口
交
差
点
）
で
は
夕
方
の
時
間
帯
に
も
東
側
に
あ
る
流
通
団
地
か
ら
の
通
行
量 

 
 

 

が
増
え
て
お
り
、
更
に
は
平
成
二
十
三
年
十
二
月
に
開
業
予
定
の
ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
が
該 

 
 

 

当
店
舗
の
東
側
に
近
接
し
て
出
店
す
る
こ
と
に
な
り
、
交
通
に
関
す
る
条
件
が
更
に
悪
化 

 
 

 

す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。 

 
 

 
 

改
め
て
調
査
検
討
を
行
い
、
来
店
車
両
に
よ
る
交
通
渋
滞
が
発
生
し
な
い
よ
う
に
具
体 

 
 

 

的
な
対
応
計
画
を
策
定
実
施
願
い
た
い
。 

 

（
三
）
騒
音
被
害
に
つ
い
て 

埼
玉
県
告
示
第
千
百
二
十
四
号



 
 

 

夜
間
の
騒
音
に
関
す
る
検
証
デ
ー
タ
も
前
述
の
「
大
店
法
説
明
会
資
料
」
に
示
さ
れ
て
い 

 
 

る
が
、
当
マ
ン
シ
ョ
ン
側
に
該
当
す
る
「
夜
間
の
騒
音
レ
ベ
ル
の
最
大
値
（
隣
地
敷
地
境
界
）
」 

 
 

の
予
測
地
点
（
来
走
〇
〇
四
）
で
は
保
全
対
象
側
敷
地
境
界
で
基
準
値
を
超
え
る
予
測
で
あ 

 
 

り
、
保
全
対
象
外
壁
で
四
十
九
・
一
デ
シ
ベ
ル
と
基
準
値
の
ぎ
り
ぎ
り
と
し
て
い
る
。
開
店 

 
 

後
の
実
側
値
で
は
こ
れ
を
超
え
る
懸
念
が
あ
る
為
、
出
入
口
三
は
使
用
せ
ず
別
の
出
入
口
を 

 
 

す
る
よ
う
に
変
更
願
い
た
い
。 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
三
年
九
月
二
十
七
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
七
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
東
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 


